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種
苗
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

○

種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
等
）

（
定
義
等
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
加
工
品
」
と
は
、
種
苗
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る

収
穫
物
か
ら
直
接
に
生
産
さ
れ
る
加
工
品
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
品
種
に
つ
い
て
「
利
用
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
い
う

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
品
種
に
つ
い
て
「
利
用
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
い
う

。

。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

そ
の
品
種
の
加
工
品
を
生
産
し
、
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を
し
、
譲
渡

し
、
貸
し
渡
し
、
輸
出
し
、
輸
入
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
行
為
を
す
る
目
的
を
も
っ

て
保
管
す
る
行
為
（
育
成
者
権
者
又
は
専
用
利
用
権
者
が
前
二
号
に
掲
げ
る
行
為

に
つ
い
て
権
利
を
行
使
す
る
適
当
な
機
会
が
な
か
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

６
・
７

（
略
）

５
・
６

（
略
）

（
育
成
者
権
の
発
生
及
び
存
続
期
間
）

（
育
成
者
権
の
発
生
及
び
存
続
期
間
）

第
十
九
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

２

育
成
者
権
の
存
続
期
間
は
、
品
種
登
録
の
日
か
ら
二
十
五
年
（
第
四
条
第
二
項
に

２

育
成
者
権
の
存
続
期
間
は
、
品
種
登
録
の
日
か
ら
二
十
年
（
第
四
条
第
二
項
に
規

規
定
す
る
品
種
に
あ
っ
て
は
、
三
十
年
）
と
す
る
。

定
す
る
品
種
に
あ
っ
て
は
、
二
十
五
年
）
と
す
る
。
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（
育
成
者
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
範
囲
）

（
育
成
者
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
範
囲
）

第
二
十
一
条

育
成
者
権
の
効
力
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば
な
い
。

第
二
十
一
条

育
成
者
権
の
効
力
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

前
号
の
収
穫
物
に
係
る
加
工
品
を
生
産
し
、
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を

し
、
譲
渡
し
、
貸
し
渡
し
、
輸
出
し
、
輸
入
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
行
為
を
す
る
目

的
を
も
っ
て
保
管
す
る
行
為

２

農
業
を
営
む
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
が
、
最
初
に
育
成
者
権
者
、
専
用
利
用
権

２

農
業
を
営
む
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
が
、
最
初
に
育
成
者
権
者
、
専
用
利
用
権

者
又
は
通
常
利
用
権
者
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
た
登
録
品
種
、
登
録
品
種
と
特
性
に
よ
り

者
又
は
通
常
利
用
権
者
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
た
登
録
品
種
、
登
録
品
種
と
特
性
に
よ
り

明
確
に
区
別
さ
れ
な
い
品
種
及
び
登
録
品
種
に
係
る
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
品

明
確
に
区
別
さ
れ
な
い
品
種
及
び
登
録
品
種
に
係
る
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
品

種
（
以
下
「
登
録
品
種
等
」
と
総
称
す
る
。
）
の
種
苗
を
用
い
て
収
穫
物
を
得
、
そ

種
（
以
下
「
登
録
品
種
等
」
と
総
称
す
る
。
）
の
種
苗
を
用
い
て
収
穫
物
を
得
、
そ

の
収
穫
物
を
自
己
の
農
業
経
営
に
お
い
て
更
に
種
苗
と
し
て
用
い
る
場
合
に
は
、
育

の
収
穫
物
を
自
己
の
農
業
経
営
に
お
い
て
さ
ら
に
種
苗
と
し
て
用
い
る
場
合
に
は
、

成
者
権
の
効
力
は
、
そ
の
更
に
用
い
た
種
苗
、
こ
れ
を
用
い
て
得
た
収
穫
物
及
び
そ

育
成
者
権
の
効
力
は
、
そ
の
さ
ら
に
用
い
た
種
苗
及
び
こ
れ
を
用
い
て
得
た
収
穫
物

の
収
穫
物
に
係
る
加
工
品
に
は
及
ば
な
い
。
た
だ
し
、
契
約
で
別
段
の
定
め
を
し
た

に
は
及
ば
な
い
。
た
だ
し
、
契
約
で
別
段
の
定
め
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

育
成
者
権
者
、
専
用
利
用
権
者
若
し
く
は
通
常
利
用
権
者
の
行
為
又
は
第
一
項
各

４

育
成
者
権
者
、
専
用
利
用
権
者
若
し
く
は
通
常
利
用
権
者
の
行
為
又
は
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
登
録
品
種
等
の
種
苗
、
収
穫
物
又
は
加
工
品
が
譲
渡
さ
れ

号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
登
録
品
種
等
の
種
苗
又
は
収
穫
物
が
譲
渡
さ
れ
た
と
き
は

た
と
き
は
、
当
該
登
録
品
種
の
育
成
者
権
の
効
力
は
、
そ
の
譲
渡
さ
れ
た
種
苗
、
収

、
当
該
登
録
品
種
の
育
成
者
権
の
効
力
は
、
そ
の
譲
渡
さ
れ
た
種
苗
又
は
収
穫
物
の

穫
物
又
は
加
工
品
の
利
用
に
は
及
ば
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
登
録
品
種
等
の
種
苗
を

利
用
に
は
及
ば
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
登
録
品
種
等
の
種
苗
を
生
産
す
る
行
為
、
当

生
産
す
る
行
為
、
当
該
登
録
品
種
に
つ
き
品
種
の
育
成
に
関
す
る
保
護
を
認
め
て
い

該
登
録
品
種
に
つ
き
品
種
の
育
成
に
関
す
る
保
護
を
認
め
て
い
な
い
国
に
対
し
種
苗

な
い
国
に
対
し
種
苗
を
輸
出
す
る
行
為
及
び
当
該
国
に
対
し
最
終
消
費
以
外
の
目
的

を
輸
出
す
る
行
為
及
び
当
該
国
に
対
し
最
終
消
費
以
外
の
目
的
を
も
っ
て
収
穫
物
を

を
も
っ
て
収
穫
物
を
輸
出
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

輸
出
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



- 3 -

（
差
止
請
求
権
）

（
差
止
請
求
権
）

第
三
十
三
条

（
略
）

第
三
十
三
条

（
略
）

２

育
成
者
権
者
又
は
専
用
利
用
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
に
際
し

２

育
成
者
権
者
又
は
専
用
利
用
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
に
際
し

、
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
種
苗
、
収
穫
物
若
し
く
は
加
工
品
又
は
侵
害
の
行
為
に

、
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
種
苗
若
し
く
は
収
穫
物
又
は
侵
害
の
行
為
に
供
し
た
物

供
し
た
物
の
廃
棄
そ
の
他
の
侵
害
の
予
防
に
必
要
な
行
為
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

の
廃
棄
そ
の
他
の
侵
害
の
予
防
に
必
要
な
行
為
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

第
五
十
六
条

育
成
者
権
又
は
専
用
利
用
権
を
侵
害
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又

第
五
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
三

は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
二
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
い
育
成
者
権
又
は
専
用
利
用
権
を

侵
害
し
た
者

二

育
成
者
権
又
は
専
用
利
用
権
の
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
種
苗
を
用
い
る
こ
と

に
よ
り
得
ら
れ
る
収
穫
物
を
、
育
成
者
権
者
又
は
専
用
利
用
権
者
の
許
諾
を
得
な

い
で
、
業
と
し
て
生
産
し
、
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を
し
、
譲
渡
し
、
貸

し
渡
し
、
輸
出
し
、
輸
入
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
行
為
を
す
る
目
的
を
も
っ
て
保
管

し
た
者


